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ＩＮ ＤＥＸ
１． 新ｌｌコロナウイルス感染拡大防止のための緊急事

態措置ａび事業者に筒する協力金の支給について

２． Ｒ関金融機関をｌ！じた資金繰り支援について（令

和２ 年４ Ｊ１ ２１ 日時点）

３． テレワーク・ 職場のＩＣＴの禾｜」 活Ｊ≡目 ～県内ＩＴ戛係組

合が専やへ家として組合の相談に応じます！～

新潟県からのお知らせ

１． 新ｌｌコロナウイルス感－ 拡大防止のための緊急事態措置Ｒび事業者に対する

協力金の支給について

１施設の使丿目停止等の協力Ｓ請

県では、 新１１コロナウイルス感染拡大防止のための緊急事態措置として、 施設の使丿手１停止等の協力ｌｌ請をそニｉい

ます。

（１ ）対象施設

県ＨＰ記載の「新？ＸＭコロナウイルス感染拡大防止のための施設の使只１停止等の協力要請「令和２ 年４ 」ミ１２ １日

付け 」に記載の施設

（２）要請する休止期間

令和 ２年 ４　Ｊ１　２２　日（水） から ５Ｊミ１ ６日 （水）まで

２協力金の支給

県の協力Ｓ請に応じて、緊急事態措置の期間中、 施設の使Ｊ≡目等の停止にをＥ的に協力頂ける事業者に対し

て、 句、下により協力金を支給します。

（へ）対象

県ｐりに事業所を有する中小ま：業Ｒび個人事衆生であって、 上たのＲ請に応じ、少なくとも令和 ２年 ４Ｊ≡１ ２４日

（金）から５ Ｊ１ ６日 （水）までの全ての期間においてが象施設の休業等にご協力いただける事業者

（２）支給額

一事業者あたり１ ０万Ｐヨ

（３ ）串請手続き等

協力金に関する串請の受付は、 ５Ｊヨ上旬から開催する予定です。 串請手続き、 支給方法等は５３ １』途おタミロらせし

ます。

３相談窓口の開設

緊急事態措置（施設の休止等の協力要請）の内容や協力金の支給手続きに関する問合せにが応するための

相談窓口を設置します。詳細は下記にお問い合わせください。

１　　 称： 新潟県緊急事態措置・ 協力金相談センター

電話番号 ：０ ２５ －２ ８０ －５ ２２２

開設 日： 令和 ２年 ４　Ｊ１　２１　日（火）

開設時回 ：午前９ 時～午後 ７時（土 日祝 日を含む）

ＵＲＬ： ｈｈｔｔ ｐ： ／／ｗｗ ｗ． Ｄｒ ｅｆ ．ｎ ｉｉ
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新潟県からのお知らせ

２． 民間ｔ融機関を；ｉじた資金繰り支援について（令和 ２年 ４ＪＥ１ ２１ 日時点）

【新１１コロナウイルス感染症ヌ才応資金の創設（総額２，１ ８０ 億Ｐヨ）】

新Ｓコロナウイルス感染症の拡大に伴いＳ響を受けた串小吏業者の責金繰りをさらに支援するため、ｌの緊急

経済が策により、 県制度融資をｉｉＪｎ した ３　 間の実質無利子や保証料ゼロの融資を、 Ｒ間金融機関（ｊ台銀、信

金等）をｉｉ じ、 ａ去最大規模で実施します。

県制度魃責も含めた保屈Ｅｆｔきのａ往債務の借換も ３年間の実・無禾Ｉ』 子や保ＥＥ料ゼロのが象となります。

なお、｜の助成を活ＪＩしているため、 令和 ２年度補ｉＥＥ予算成１：後にな扱いを開始しますが、事前の相談は４ Ｊ≡Ｘ

２７ 日（ Ｊミ１） から金融機関ｊａび県の「 ｑ＝１小企業金融相談窓口 」で受け付けます。

融資条件等の詳細は、 新潟 県「 中小企業金融相談窓口 」にてお 默い合わせの 上、 ご確認くださ い。

【お問い合わせ先】

新潟県「中小吏業金融相談窓口」（産業労働部創業・経営支援課金融係）

電話番号 ：０ ２５ －２ ８５ －６ ８８７

時間 ：８ ：３ ０～ １７ ：３０

ＵＲＬ： ｈｈｔｔｐ： ／／ｗｗｗ． ｒｅ ｆ． ｎｉｉ．ａｔａ．Ｉ．ｊ．／ｓ ｉｔ ｅ／ｓｏ　 ｏ／　ｕｕｓｈ ｉ－ ｃｏｒｏ ｎａ．ｈ ｔｍｌ

４・央会からのお知らせ

３． テレワーク・ 職場 のＩＣＴのｌｌ活 ＪＥ目

～県 ｌｊ；｜ ＩＴ関係組台が専ｒｌｌ家として組台の相談にｊむじます ！～

きｉ 会では、 県内｜丁関係組合 ３組合（新潟情報通信を業組合、長岡アイティ事業協同組合、 上越ＩＣＴ事業協同

組合）と協力 して、中小を業事業者のテレワーク ・職場のＩＣ ＴＩミ｜』活只１ に向けた支援をｆｉいます。

今般の新ｔコロナウイルス感染拡大防止のため、 ｌをあげてテレワークを新規で導入する串小吏業事業者を支援

する動きが始まっているものの、テレワーク導入に［白］ けて何をどうすべきか悩む県内中小兔。業事業者もいる現状を踏

まえ、３ 組合協力の下、会員組合限定で支援をぞｉいます。

「テレワークの導入方法は ７」 「現状のＩＣＴ環境はどうなっているか ７」 「現在ある支援策は７ 」等４、 まずは、 お気

軽に中央会連携推進課までご相談ください。 相談後、 専Ｍ家派遣が必１１な場合には、ＩＣＴの専Ｍ家が相談対ｊおし

ます。

【相談方法】

中央会連携推進課までお問い合わせください。

【相談費丿手１】

専門家相談費ＪＩ 半日 ６，０００　Ｐヨ 十旅費（税２）

※中ま会で相談費ＪＩ の２／３ を負担します （会員組合限定）。

詳細は、 中央会ＨＰ（ｈｔｔゾ／ｗｗｗ．ｃｈｕｏｋ ａｉ －ｎｉｉ　ａｔａ． ｏｒ ｊ） 「中央会からのお知らせ」欄にて掲載しています。

【注意事項】

・予算、 スケジュールによっては対応できない場合があります。

・相談時には、「Ｅ密」の回避等、 感染拡大防止に十分ご留意ください。

【お問い合わせ】

新潟県中小企業回体中：央：会 連携推進課電話番号： ０２ ５－ ２６ ７－ １１ ００
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